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インターネットの出現により医療も大きく変わってきた。昭和の時代にインターネットに触れ、その普及を夢見

て、色々な活動(JCRN, JPNIC, NORTH)をする中で医療ヘの応用を考え、旧科技庁のプロジェクトとして医療研究

への応用(H7~11)や生活工学(H8-12)への応用を担当し、情報弱者救済のシステムの提案を行なった。その研究成

果の社会的応用として、平成10年に日本「インターネット医療協議会(Japan Internet Medical

Association:JIMA)」を設立し市民活動として続けて来た。そこで今までの調査研究を行なって来た成果を発表す

るとともに、「情報薬」という観点から考察を行う。 

当初は、情報発信時のガイドラインとして、1. 情報提供者の明示、2. 問い合わせの窓口がある 3. 利用者が正しく

情報を選択、利用出来るように配慮してあり、「情報利用の自己責任原則」が告知されていることを提案し

た。そして社会的な自主規制の枠組みとして、 JIMAに参加し、この三原則を遵守しているところに JIMAマークを

付けることにした。厚労省も医療機関のホームページは広告に該当せずという見解であったが、インターネット

が普及するに従い、色々な例が散見されるようになり平成19年には「医療広告ガイドライン」として医政局長通

知があった。さらに、平成24年には、「医療機関ホームページガイドライン」が周知された。 

　我々は、平成15年に、「 eヘルス倫理コード」として、細かく医療情報の発信のあり方について示したが、そ

の後平成19年に Ver2.0を発表し、平成29年には、 Ver.3.0を発表する予定である。時を同じくして、改正医療法

が平成29年6月に成立し、医療機関の HPの誇大表現などが規制対象となった。そこで我々が独自で実施してきた

Health Information Watcherによるネットパトロール事例を紹介する。 

　このような種々の経験から、情報は薬のように働きうるというところから「情報薬」という概念を提案し、更

にそれを拡張し、細胞を動かし心を動かし効果を発揮するものと再定義し、非常に幅広い観点から医療における

IT応用を考察する。
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We are challenging to take advantage of the Information Technology (IT) in the medical field. 
JIMA (Japan Internet Medical Association) was established in 1988, aimed at safely providing 
and using medical information. As one of the elements of SDMCI (Strategic Defensive 
Medical-Care Initiative), JIMA hopes to play an important role in preventing unhappy medical 
accidents caused by incorrect or misleading medical information. In this regard, we adopted 
the e-Health Code of Ethics. It is a set of standards for the use of information technology in 
healthcare (e-Health). It ensures the quality of information and services provided online. 
Through it, we are running an accreditation program, the JIMA trust program, which allows 
the website to display our trust mark on the page we checked. The Internet has been 
dramatically changing the world of medicine with different communication issues between 
medial information providers and consumers. Therefore, we did a feasibility study on Health 
Information Watcher (HIW) activities using a SNS (Social Network Service) such as Facebook. 
In the activity, the members were assigned to surf the net and identify medical advertisements 
that violate government medical regulations, and sent alarm to the advertiser. Though it is 
effective somehow, we think the trust program for e-Health Code of Ethics more effective. 

Keywords: JIMA(Japan Internet Medical Association), eHealth Ethical Code, Info-Med(Info-Medicine) 

1.はじめに
昭和の時代にインターネットに触れ、これから時代が変わる

だろうと予感した。また、情報化により社会が変われば、医学

研究のスタイルや医療も変わるだろうと期待し「戦略的防衛医

療構想(文献 1-7)」を提案している。一方で、行き過ぎた情報

化により色々な問題、特に目に見えない表に出ない、いわゆ

る形而上学的諸問題(文献 8-12)も起きてくるが、それを解決

できれば、より豊かな情報化社会を迎えられるだろう。我々の

活動がその一助になれば幸いである。

2.インターネットの医療応用に関して
インターネット普及にあたって、最初の形而上学的諸問題

は、IP アドレス及びドメイン名を、全世界で唯一無二であるこ

とを保証し、それを管理提供サービスする組織がないことであ

った。そこで JCRN1(Japan Committee for Research Networks:
文献 13-15)の提言にしたがって、平成５年に JPNIC(Japan 
Network Information Center)が設立された。次の問題は、イン

ターネットサービスを提供してくれる組織のないことだった。し

かし JPNIC の設立後、堰を切ったように、全国各地に地域ネ

ットワーク協議会や商用プロバーが出現し、格安プロバイダ

ー、ADSL、そしてインターネットに繋がる携帯電話、さらには

SIM ロックも解除され、格安 SIM も出現し。様々な形而上学

的諸問題を解決する所に大きなビジネスチャンスがある。

一方、日本において、なぜかビジネスには抵抗がある。経

験したことは、Sapporo LAMeN server （1993:文献 16-17）、

人工内耳友の会「かたつむり」(文献 18)や医療ネットワーク研

究会(sigmed:1994:文献 19-21)、そして IHJ(Internet Hospital 
Japan：1996；文献 22-25) を開始したのは、Facebook(2004)、
M3(2004)、そして Twitter(2006)等より遥かに早かった。今か

ら考えると、ビジネス展開への色々なヒントがあったが、全くビ

ジネスを考えていなかった、特に医療系においては、その傾

向が強い。

日本では医療におけるビジネスに関して強い抵抗があるの

は、医療法第七条の１第 6 項に「営利を目的として、病院、診

療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四項の

規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。」

と有るからであろう。

また、広告に関しても医療法第六条の５に「医業若しくは歯

科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他い

かなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほ

か、これを広告してはならない。」という法律がある。

しかし、インターネットの医療応用を考えたときに、広告媒

体というだけでなく、新しい医療の枠組みが形成される可能

性も大きいと考える。我々は「情報薬（文献 26-35）」という新し

い概念を作り提案している「戦略的防衛医療構想(文献 1-7)」
「Full-Powered Medicine (文献 36-37)」の実現の為には、情
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報に対する取り扱いを再考する必要があり、法律も、社会の

システムも変わる必要があるだろうと考える。

3.我々の試み
まず、最初の試みは、北海道に気軽に使えるインターネッ

トがなかったところから、平成 5 年 6 月 18 日に北海道地域ネ

ッ ト ワ ー ク 協 議 会 (NORTH2: Network Organization for 
Research and Technology in Hokkaido:)を立ち上げ、道内で

のインターネットの供給を始めた。また、全国各地でも地域ネ

ットワークが立ち上がり、文部省の N1 ネットもインターネット対

応の SINET に移行し、平成 5 年頃からインターネットに繋がる

大学・医学部、そして学会等のホームページが急増した。

3.1	人工内耳友の会「かたつむり」	
平 成 ６ 年 に 札 幌 医 科 大 学 の ボ ラ ン テ ィ ア グ ル ー プ

（UNC:UNIX Network Club）により Sapporo LAMeN （Local 
Area MEdical Network）Server が公開された(文献 16-17)。あ

る日、そこに一通の電子メールが届いた。それは人工内耳の

ホームページを立ち上げたいという相談であった。前述の医

療法によると、広告はしてはいけないとの事であったが、患者

さんが患者さんの為に情報を提供するのは良いだろうと判断

し、医学生教育も兼ね UNC がサポートし、人工内耳友の会

「かたつむり」のホームページ(文献 18)を平成７年１０月１２日

に公開を始めた。耳が聞こえない患者さんは、人工内耳の手

術により QoL が非常に改善されるが、当時その手術について

知らない人も多く、手術が受けられる病院の情報や、その手

術を受けた人の生の声が非常に貴重であった。この頃から、

情報は一種の薬（文献 27-36）になる可能性があると感じ始

めた。

3.2 医療ネットワーク研究会(SIGMED)	
NORTH の研究会の一つとして、Special Interest Group for 

Medical Network Researches (SIGMED:文献 19-20)を立ち上

げた。この研究会の中で医療系に閉じたネットワークニュース

の必要性が議論され、jpmed というニュースグループが立ち

上がった(文献 21,25)。オープンなインターネットではあるが、

医療系に閉じたネットの必要性が実感された。

3.3	IHJ	
「かたつむり」や SIGMED を契機として、Internet Hospital 

Japan(IHJ 文献 22-25)を立ち上げ、平成８年２月に民間の有

志の医師達が集まり、患者さんへの情報提供及び、メールに

よる医療相談を受け付けることを始めた。この時には、旧厚生

省はインターネットに接続されていなかったので、IHJ のペー

ジを全て印刷し厚労省へ持参した。その後、北海道医療新聞

の問い合わせに対して、当局から「医業広告」該当せずとの

回答を得た。これを契機として多くの病院のホームページが

開設されるようになった。

3.4科学技術庁：情報弱者救済のプロジェクト	
ますますインターネットが広がりを見せ、旧科技庁も省際ネ

ットワーク(IMnet)を運営する一方で、平成８年から１０年にか

け「省際ネットワークを使った生活工学支援の調査研究（当

時：東北大学 野口正一教授研究代表者）」が開始された。

我々は、高度化する情報化社会の陰の部分に光を当てるべ

く、情報弱者救済のプロジェクトを分担した。オープンなインタ

ーネットの世界では、自由な表現や情報公開が可能な一方

で、医療情報に関しては、その社会的影響力も強く、その危

険性を鑑み、社会的枠組みを提案し、そして実現したのが日

本インターネット医療協議会であった。

3.5	日本インターネット医療協議会(JIMA)	
旧厚生省、旧通産省、医師会や医学会・学会の主要メンバ

ーに相談し、様々な立場の人たちが集まり、インターネット上

の医療情報で不幸なことが起きないような社会的な枠組みに

成ればとの思いから、上述の研究成果を活かし平成１０年６

月に日本インターネット医療協議会 JIMA3(Japan Internet 
Medical Association)を設立し活動を開始した(文献 38-61)。 

3.5.1	設立の契機:やぶ医者リスト	
予測していたことであったが、起き得るべくして起きた出来

事が「やぶ医者リスト」であった。治療法の中には、未だ確立

されておらず、研究開発途上のものもある。一方、眼の前に

いる患者さんに対しては、何らかの対症療法をせざるを得ず、

科学的に実証が困難でも社会的に許される範囲のなかで、

患者さんの利益を優先し治療を行う。すなわち学会でも意見

が分かれ、その時の医師の判断により治療法が変わり、どち

らが良いのか決着のつかない場合がある。

ある意見をもった人のウェブの情報に基づき、自分のかか

り付け医をやぶ医者と決めつけ、その実名を指名手配として

公開した。しかも写真入りで。一方、自分の名前も写真も公開

していた。そこに記載された医師は、「やぶ医者リスト」を名誉

毀損で訴えもせず、雲隠れしていた。その後、やぶ医者リスト

は「えらーいお医者さんたち」に名前を変え褒め殺しとなって

存続していた。また別に、患者さんの為にと思い治療法をホ

ームページで紹介した先生がそのリストに載せられてしまった。

そのホームページ作者は、その先生の診察を受けておらず、
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処方もされていない。オープンなインターネットの発達により、

良い医療を推進できるどころか、逆に患者と医師との戦いに

なっていた。そこで医療情報の流通を安全にできるように、

我々は情報発信と情報利用のガイドラインを発表した。

3.5.2	医療情報発信のガイドライン	
1. 情報提供者の氏名又は名称、住所お呼び電話番号が

明示されていること。

2. 電子メール又は電話、FAX などにより掲示情報に対す

る問い合わせ窓口が設置されていること。

3. 営利、非営利の目的を問わずインターネットを利用して

なされる、診断、治療、助言、相談などの行為を含む全ての

情報提供において、利用者が正しく情報を選択、利用できる

ように以下の配慮がなされていること。

l 提供された情報の内容が、必ずしも常に正しく、す

べてのものに有効とは限らないということが告知され

ていること。

l 利用者側の自由な選択、判断、意思に基づき情報

の利用がなされたとみなす、「情報利用の自己責任

原則」が告知されていること。

3.5.3	医療情報利用のガイドライン	
次に、受信者（利用者）のガイドラインである「インターネット

上の医療情報の利用の手引き」を作成した。

1. 情報提供の主体が明確なサイトの情報を利用する

2. 営利性のない情報を利用する

3. 客観的な裏付けがある科学的な情報を利用する

4. 公共の機関等が提供する医療情報を主に利用する

5. 新しい情報を利用する

6. 複数の情報源を比較検討する

7. 情報の利用は自己責任が原則

8. 疑問があれば、専門家のアドバイスを求める

9. 情報利用の結果を冷静に評価する

10. トラブルに遭った時は、専門家に相談する

以上の１０項目を定め、インターネット上に公開した。

図２ JIMA トラストプログラムと厚労省ネットパトロール 

3.5.4	eヘルス倫理コードとトラストマーク	
H12-17 厚生科学研究補助金による医療技術評価総合研

究事業にて現状分析、個人情報取り扱い、医療情報の利用

状況及び、信頼性確保に関する調査を行い、その活動のな

かから、「e ヘルス倫理コード(eHEC: eHealth Ethical Code)」
(文献 62-64)を策定し、パブリックコメントを受けて、H15 年に

Ver. 1.0 を公開し、H19 年には Ver. 2.0 に改訂した。その後、

文科省科学研究費（代表者：中山建夫、Ｈ２１−２２年）により

実態調査をするとともに、e ヘルス倫理コードの改訂とトラスト

プログラム（図 2）を発案し、トラストマークのシステムを運用す

るに至っている(文献 64)。 

４	国の動き	
我々の運動の甲斐あってか、平成 8 年４月には、旧厚生省

から「病院のホームページは医業広告に該当せず」との見解

を頂き、H19 年には：医療広告ガイドライン、H24 年医療機関

ホームページガイドライン、H25 年には医療広告ガイドライン

が更新され、ついには H29 年「医療法の一部改正」が 6 月に

国会を通り、８月にはネットパトロールが開始された（図 1,2）。 
この医療法改正には、H13 年「保健医療情報システム検討

会」で取りまとめられた「保健医療分野の情報化にむけてのグ

ランドデザイン」を元に、H14 年「インターネット等による医療

情報に関する検討会」、H15 年「医療情報ネットワーク基盤検

討会」、H18 年「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」、

そして H28 年「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討

会」等で議論された内容が盛り込まれている。 

4.1	社会的バックグランド	
法律を遵守することは勿論のことであるが、国民・患者に正

確な情報を提供し、その選択を支援する観点から、客観性・

正確性を確保し得る情報については、広告可能とし、その範

囲について順次拡大が求められて来た。 

 図 3 美容医療サービスを利用するきっかけとなった広告媒体

（http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/0707_

kengi.html） 

  図 4 美容医療サービスにおける相談件数 （引用同上） 
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4.2	美容医療サービス	
美容医療サービスとその宣伝媒体としてのインターネットが

一般化する中で、全国の消費生活センターに美容医療サー

ビスに関する相談が多数寄せられるに至り、平成 23 年には、

消費者庁、消費者委員会及び独立行政法人国民生活センタ

ーから、美容医療サービス等の医療機関のウェブサイト上の

不適切な表示等への対応が厚生労働省に求められた。実際、

インターネットは情報を得るための手段としては、増加の一途

を辿っているが(図 3)、一方で、相談件数も実際増えている

(図 4)。 

4.3	ネットパトロール	
上述のバックグラウンドから H2９年度には厚労省は、一般

財団法人日本消費者協会にネットパトロール事業を委託し
た。JIMA は、そのメンバーに対して講習会を２回ほどさせて
頂いた。８月には、監視体制強化事業についてプレスリリース
されている(http://iryoukoukoku-patroll.com)。図 2 に我々の
トラストプログラムとネットパトロール（点線内 注１）との関係を
示す。 

 

5. JIMA トラストプログラム
我々は、患者・家族や一般市民が、医療・保健・福祉の分

野において、インターネット等の情報通信技術を活用して、情
報やサービスを利用するに際して、e ヘルス倫理コード
(Ver.2.0 :http://www.jima.or.jp/ehealth_code/about.html) を
通して、質の高い情報やサービスを安全、有効に利用できる
環境づくりを目指している。これが JIMA トラストプログラムであ
る。e ヘルス倫理コードを６つの大項目に分類し、中項目で見
出しを付け、小項目で詳細を記載している(文献 6２-6４)。 

サイトの運営主体がセルフアセスメントする項目は１２１項
目にも及ぶ。これに合格した場合にのみゴールドタイプのマ
ークを付与する（有料）。また、簡易審査によるレギュラータイ
プも用意している（無料）。また、審査だけでなく、インターネッ
ト医療フォーラムなど公開の議論を行いながら、それらの成果
を活かし講習会を開催し、マネージャー及びアドバイザー
も育成・認定している(文献 6４)。現在では、H29 年の医
療法の改正に合わせて、e ヘルス倫理コードの Ver.3.0 へ
の改訂を進めている。

5.1	Health	Information	Watcher（HIW)	
厚労省のネットパトロールに先立ち、H28 年には実験的に

SNS(Social Network Service)を 使 っ た Health Information 
Watcher（HIW）というシステム（図 1,2）を稼働させて、問題あ
るページを見つけ、HP ガイドライン通知前と通知後等を比較
検討してみた(文献 65)。 

事前調査では、「期間限定」の割引や、「〜５０％OFF キャ
ンペーン」、術前・術後の余りにもかけ離れた比較写真、そし
て「２５年間医療事故ゼロ」、「低価格」などの表示が多数見受
けられた。実際は講演発表で供覧するが、今では行きすぎた
表現は少なくなっているが、H29 年の現在でも散見される。 

厚労省の示している「医療広告のガイドライン(p14)」では
「審美歯科」は、診療科名としては広告できないとなってい
る。そこで HIW の活動の一環として、これらの言葉を含む不
適切なサイトを担当部局に報告した。しかし、あまり変化はみ
られず、現在でも多数見受けられる。HIW は多少の効果はあ
ったが、真価が発揮できるのは JIMA のトラストプログラムの方
ではないかと考えている。厚労省のネットパトロールが、どこま
で効力を発揮するか、今後の変化を見守っていきたい。 

5.2 本当の問題は？	
インターネットの情報が起端となって受診する頻度が増し

た、或いは、トラブルが表面化しやすくなったと考えられるが、

本当の問題は「審美歯科」という名前ではなく、その実体でイ
ンフォームド・コンセントの問題が多いようである。それについ
ては厚労省の「美容医療サービス等の自由診療におけるイン
フォームド・コンセントの取り扱い等に関する質疑応答集
(Q&A)」に具体的に記述してある。例えば、実際に受診した時
に、強引に勧誘されたとか、事前説明と施術後が異なるとか、
事前説明とは違う請求があったとかが列挙されている。 

目指すべきは、高度情報化システムにより社会的問題を逸

早く解決し、より良い医療をだれもがいつでもどこでもリーズ

ナブルな費用で享受できるようにすることである。そして高度

情報化による負の部分を事前に防げるのが好ましい。

6.考察
 生命を脅かすような病気の場合、患者は藁をも掴みたく

なる。その場合に役に立つような情報を積極的に供給できる

ような社会的システムが日本には非常に少ない。アメリカには

NIH(National Institutes of Health)の NLM(National Library of 
Medicine)が一般市民向けに MedlinePlus として信頼性の高

い情報を積極的に提供している。日本では、医療情報に関

する専門の研究組織がない。信頼頼性の高い良い情報を、

研究を兼ね系統的に発信するサイトが早く日本に出来て欲し

いものである。

日本で起きた DeNA のウェルクの様な問題もある。ページ

ビューの数により、ビジネスが成り立つ。それを優先し過ぎて、

クラウドソーシングにより非常に安価に医療系キュレーション

サイト（まとめサイト）を作らせたと言われる。即ち中身のチェッ

クに費用を掛けず、根拠に乏しい医療情報を載せていたこと

が問題になって、このサイトは閉じられてしまった。

この事件から JIMA への問い合わせが増え、トップページ

だけ審査し、早く JIMA マークが欲しいという。医療情報発信

のページを全てチェックさせて頂きたいというと、結構ですと

断られてしまった。彼等は勘違いしている所もあるようだ。

JIMA は決して医療情報の質を担保する機関ではない。情報

発信の仕方が正しく、その情報を正しく理解・利用できるよう

に、そしてトラブル等も未然に防げるような工夫がしてあるとい

う点などを認定して信頼性を高めるのである（図４参照）。自

主規制により情報の信頼性を向上させ、なにか問題が有った

ときは迅速に対応できる社会的枠組みを目指している。

7.まとめ
美容整形や自由診療領域の事案が目立つ(文献 46)が、逆

に、それだけ隠れたニーズもあり、正しい情報がもっと必要な

のである。また、一般の医療消費者からいうと、一番良い医療

情報を、そして良い医師や病院をタイムリーに知りたいのであ

る。自由診療に問題がある場合が多いという見解もあるが、そ

れが必要で良い治療であれば、可及的速やかに保険診療に

すべきである。その為の検証などに、高度情報化システムが

有効に活用される必要がある。そして最先端医療の発展を促

進できるような市民参加型のシステムの提案が望まれる（文献

66-68）。実は、最先端医療のみならず、普通の医療の質向上

の為の情報システム(文献 68)も必要である。

そこで我々は、高度情報化システムをフル利活用し医療の

質をあげ医療事故を防ぎ、総医療費の増加を抑制できる市

民参加型の枠組みを提案している。それが IoT をフル利活用

した「おからだ手帳」である。言い換えると「情報薬 (文献

26-35)」開発・処方の為の「おから手帳」(文献 66-68)により戦

略的防衛医療構想(文献 1-7)を実現し、健康に良い物全てを
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利活用する Full-Powered Medicine(文献 36-37)を考えてい

る。
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